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【手続補正書】
【提出日】令和3年1月18日(2021.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の発射ハンドルの操作により発射された遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技
盤を備え、所定条件の成立に基づいて当落抽選を行い、該当落抽選で当り結果が導出され
ることに基づいて当り遊技を実行する遊技機において、
　前記遊技領域を流下した遊技球が入賞口に入球した数、および、該入賞口に入球しなか
った数を用いて、遊技球の流下結果に関する特定情報を算出する特定情報算出手段と、
　前記特定情報算出手段の算出結果を表示する特定情報表示部と、
　前記当落抽選で当り結果が導出される確率に関する設定値を設定可能な設定モードを発
生させる設定モード発生手段と、を備え、
　前記設定モードは、電源投入時に第１の管理者操作が行われることで開始可能であり、
前記特定情報表示部を用いて前記設定値を表示可能であり、
　前記設定モード中には、前記入賞口に遊技球が入球したとしても前記特定情報算出手段
による算出を行わず、
　さらに、
　電源投入時に前記第１の管理者操作が行われた場合に、所定の情報をクリアする第１ク
リア手段と、
　電源投入時に前記第１の管理者操作とは異なる第２の管理者操作が行われた場合に、前
記設定モードを開始することなく所定の情報をクリアする第２クリア手段とを備え、
　前記第１クリア手段と前記第２クリア手段のいずれにおいても、前記特定情報算出手段
により算出された前記特定情報はクリアされず、
　さらに、遊技の進行を司る主制御部を有する主制御基板を備え、
　前記特定情報表示部は、前記主制御基板が収容されるケース内に設けられる
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００５】
　そこで、本発明は、上記の実情に鑑み、遊技機の信頼性を高めることを課題とするもの
である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本明細書に開示される発明の一例は以下の通りである。
　所定の発射ハンドルの操作により発射された遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技
盤を備え、所定条件の成立に基づいて当落抽選を行い、該当落抽選で当り結果が導出され
ることに基づいて当り遊技を実行する遊技機において、
　前記遊技領域を流下した遊技球が入賞口に入球した数、および、該入賞口に入球しなか
った数を用いて、遊技球の流下結果に関する特定情報を算出する特定情報算出手段と、
　前記特定情報算出手段の算出結果を表示する特定情報表示部と、
　前記当落抽選で当り結果が導出される確率に関する設定値を設定可能な設定モードを発
生させる設定モード発生手段と、を備え、
　前記設定モードは、電源投入時に第１の管理者操作が行われることで開始可能であり、
前記特定情報表示部を用いて前記設定値を表示可能であり、
　前記設定モード中には、前記入賞口に遊技球が入球したとしても前記特定情報算出手段
による算出を行わず、
　さらに、
　電源投入時に前記第１の管理者操作が行われた場合に、所定の情報をクリアする第１ク
リア手段と、
　電源投入時に前記第１の管理者操作とは異なる第２の管理者操作が行われた場合に、前
記設定モードを開始することなく所定の情報をクリアする第２クリア手段とを備え、
　前記第１クリア手段と前記第２クリア手段のいずれにおいても、前記特定情報算出手段
により算出された前記特定情報はクリアされず、
　さらに、遊技の進行を司る主制御部を有する主制御基板を備え、
　前記特定情報表示部は、前記主制御基板が収容されるケース内に設けられる
　ことを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明によれば、遊技機の信頼性を高めることができる。
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